
 四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２７年３月２３日 

四日市市長  田 中 俊 行   

 

四日市市条例第７号 

四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

四日市市職員退職手当支給条例（昭和３１年四日市市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、四日市市職員給与

条例（昭和２４年四日市市条例第１５

号）第２条に定める職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２２条第５項に定める職員

及び第２８条の４第１項、第２８条の５

第１項、第２８条の６第１項若しくは第

２項若しくは地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第１１０

号）第１８条第１項の規定により採用さ

れた職員又は四日市市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成２７年

四日市市条例第  号）第４条の規定に

より採用された職員を除く。以下同じ。）

の退職手当の支給に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、四日市市職員給与

条例（昭和２４年四日市市条例第１５

号）第２条に定める職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２２条第５項に定める職員

及び第２８条の４第１項、第２８条の５

第１項、第２８条の６第１項若しくは第

２項又は地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第

１８条第１項の規定により採用された

職員を除く。以下同じ。）の退職手当の

支給に関し必要な事項を定めるものと

する。 

  

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第６条の４ 退職した者に対する退職手

当の調整額は、その者の基礎在職期間

第６条の４ 退職した者に対する退職手

当の調整額は、その者の基礎在職期間



（第５条の２第２項に規定する基礎在

職期間をいう。以下同じ。）の初日の属

する月からその者の基礎在職期間の末

日の属する月までの各月（法第２８条第

２項の規定による休職（公務上の傷病に

よる休職及び通勤による傷病による休

職を除く。）、法第２９条の規定による

停職、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条第１項に規定する大

学院修学休業その他これらに準ずる事

由により現実に職務に従事することを

要しない期間のある月（現実に職務に従

事することを要する日のあった月を除

く。以下「休職月等」という。）のうち

規則で定めるものを除く。）ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に

掲げる職員の区分に応じて当該各号に

定める額（以下「調整月額」という。）

のうちその額が最も多いものから順次

その順位を付し、その第１順位から第６

０順位までの調整月額（当該各月の月数

が６０月に満たない場合には、当該各月

の調整月額）を合計した額とする。 

（第５条の２第２項に規定する基礎在

職期間をいう。以下同じ。）の初日の属

する月からその者の基礎在職期間の末

日の属する月までの各月（法第２８条第

２項の規定による休職（公務上の傷病に

よる休職及び通勤による傷病による休

職を除く。）、法第２９条の規定による

停職、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条第１項に規定する大

学院修学休業その他これらに準ずる事

由により現実に職務に従事することを

要しない期間のある月（現実に職務に従

事することを要する日のあった月を除

く。以下「休職月等」という。）のうち

規則で定めるものを除く。）ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に

掲げる職員の区分に応じて当該各号に

定める額（以下「調整月額」という。）

のうちその額が最も多いものから順次

その順位を付し、その第１順位から第６

０順位までの調整月額（当該各月の月数

が６０月に満たない場合には、当該各月

の調整月額）を合計した額とする。 

(1) 第１号区分 ６５，０００円 (1) 第１号区分 ５０，０００円 

(2) 第２号区分 ５９，５５０円 (2) 第２号区分 ４５，８５０円 

(3) 第３号区分 ５４，１５０円 (3) 第３号区分 ４１，７００円 

(4) 第４号区分 ４３，３５０円 (4) 第４号区分 ３３，３５０円 

(5) 第５号区分 ３２，５００円 (5) 第５号区分 ２５，０００円 

(6) 第６号区分 ２７，１００円 (6) 第６号区分 ２０，８５０円 

(7) 第７号区分 ２１，７００円 (7) 第７号区分 １６，７００円 

(8) （略） (8) （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 



４ 次の各号に掲げる者に対する退職手

当の調整額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該各号に定める額とする。 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手

当の調整額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該各号に定める額とする。 

 (1) 退職した者のうち自己都合退職者

（第３条第２項に規定する傷病又は

死亡によらずにその者の都合により

退職した者をいう。以下この項におい

て同じ。）以外のものでその勤続期間

が５年以上２４年以下のもの 第１

項第１号から第６号まで又は第８号

に掲げる職員の区分にあっては当該

各号に定める額、同項第７号に掲げる

職員の区分にあっては０として、これ

らの規定を適用して計算した額 

(1) 退職した者のうち自己都合退職者

（第３条第２項に規定する傷病又は

死亡によらずにその者の都合により

退職した者をいう。以下この項におい

て同じ。）以外のものでその勤続期間

が１年以上４年以下のもの 第１項

の規定により計算した額の２分の１

に相当する額 

(2) 退職した者のうち自己都合退職者

以外のものでその勤続期間が１年以

上４年以下のもの 前号の規定によ

り計算した額の２分の１に相当する

額 

(2)  （略） (3) （略） 

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が

１０年以上２４年以下のもの 第１

項の規定により計算した額の２分の

１に相当する額 

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が

１０年以上２４年以下のもの 第１

号の規定により計算した額の２分の

１に相当する額 

(4) （略） (5) （略） 

５ （略） ５ （略） 

 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  



（総務部人事課） 


